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Ａ．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

Ｂ．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

※ 「主要な取引先」に該当するか否かについては、会社法施行規則第２条第３項第１９号ロに掲げ

る「当該株式会社の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）」に準じて上場会社が判断す

るものとします。 

「主要な取引先」とは、上場会社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と

同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による売

上高等が上場会社の売上高等の相当部分を占めている相手や、当該上場会社の事業活動に欠くこと

のできないような商品・役務の提供を行っている相手、多額の借入れ等の取引の相手である金融機

関などが考えられます。 

したがって、取引金額が上場会社の売上高に占める割合や、借入金額が上場会社の総資産に占

める割合などの実態を踏まえて、「主要な取引先」に該当するか否かを上場会社が判断することに

なります。その際、上場会社は、各社個別の事情等を踏まえて策定した自社（グループ）の独立性

判断基準を独立役員届出書等において開示することが考えられます。 

※ 「上場会社を主要な取引先とする者」の判断にあたっては、独立役員として届出が行われる者の

兼務先（業務執行者としての兼務先）である企業に、直接照会を行う等の方法で、合理的な範囲で

確認していただくことを想定しています。「上場会社を主要な取引先とする者」の典型的な例とし

ては、上場会社との取引による売上高等が当該取引先の売上高等の相当部分を占めている、いわゆ

る下請企業などが考えられます。 

※ なお、役員選任議案に係る株主総会参考書類等の記載事項と取扱いの齟齬の無いように（例えば、

株主総会参考書類では「主要な取引先」として取り扱われているにもかかわらず、独立役員届出書

では「主要な取引先」とされていないということの無いように）、留意が必要です。 

※ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執

行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。 

 「顧問」や「相談役」については、法令上の一般的な定義が存在しないため、その実態に照らし

て「業務執行取締役又は使用人」に該当するか否かを判断することが必要となります（これは、会

社法施行規則の解釈に係る問題であるため、法律専門家等にも確認することが適当です。）。なお、

その者の経歴如何によっては、属性情報の開示を要する「業務執行者であった者」には該当する可

能性があるので留意が必要です。 

 

Ｃ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又

は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する

者をいう。） 

※ 「多額の金銭その他の財産」に該当するか否かについては、会社法施行規則第７４条第４項第７

号ニ又は同第７６条第４項第６号二の「多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、

監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）」に準じて上場会社が判断するも

のとします。 

※ 本項に該当し得る場合としては、顧問弁護士等が考えられますが、顧問弁護士であれば必ず「多

額の金銭その他の財産を得ている」者に該当するというわけではありません。 

※ 金商法に基づく会計監査による監査報酬が「多額の金銭その他の財産」にあたるかどうかの判断

にあたっては、日本公認会計士協会の定める「倫理規則」において、依頼人からの報酬への依存度

の高さにより監査人の独立性に関して阻害要因が生ずる可能性があるとされている（「倫理規則」

セクション４１０）ことを踏まえ、当該規則への該当状況等を参考にすることが考えられます。 

 

Ｄ．最近においてＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた者 

※ 「最近においてＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた」場合とは、実質的に現在、Ａ、Ｂ又は
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Ｃに掲げる者と同視できるような場合をいい、例えば、当該独立役員を社外取締役又は社外監査役

として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当

していた場合等が含まれます。１年以上前にＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた場合には、

「最近において…該当していた」に該当しないことが通常と考えられます。 

 

Ｅ．就任の前１０年以内のいずれかの時において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当してい

た者 

（Ａ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 

（Ｂ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｃ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

※ 「親会社」とは、財表規則第８条第３項に規定する親会社をいいます。 

※ 「兄弟会社」とは、上場会社と同一の親会社を有する他の会社をいいます。 

 

Ｆ．次の（Ａ）から（Ｈ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 

（Ａ） Ａから前Ｅまでに掲げる者 

（Ｂ） 上場会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含

む。以下同じ。）（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｃ） 上場会社の子会社の業務執行者 

（Ｄ） 上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員とし

て指定する場合に限る。） 

（Ｅ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 

（Ｆ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｇ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

（Ｈ） 最近において前（Ｂ）～（Ｄ）又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員とし

て指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者 

※ 「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第７４条第４項第７号ホ等に準じ

て上場会社が判断するものとします。具体的に「重要」な者として想定されるのは、Ａ又はＢの業

務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、Ｃの所属する者については各監査

法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含みます。）

を想定しています。 

※ 「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消さ

れている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません 


